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令和元年度 第２回宮城支部評議会の概要報告 

開 催 日 時 令和元年 10 月 28 日（月）15：00～16：45 

開 催 場 所 ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台「ホール 2」 

出 席 評 議 員 

阿部評議員（議長）、伊藤（卯）評議員、伊藤（紀）評議員、 

稲妻評議員、岡本評議員、小田島評議員、佐久間評議員（委任状受理）、 

佐藤評議員、舩山評議員（五十音順） 

議 題  

１．令和 2 年度保険料率等について 

２．令和 2 年度支部保険者機能強化予算案について  

議 事 概 要 

（主な意見等） 

 

◆事務局より、各議題について説明。 

◆各評議員より、各議題内容に関してご意見をいただいた。 

 

１．令和 2年度保険料率等について 

 

【事業主代表】 

 現状として平成 29 年度から被保険者数の伸びが急激に鈍化しているということだが、鈍化

している理由として把握していることがあれば教えていただきたい。 

 

【事務局】 

 これまでは、景気の動向に加え、年金機構での社会保険未適用事業所にかかる適用促進の取

組により被保険者は増加傾向にあった。適用拡大の取組が一段落してきていることによる伸び

の鈍化であり、今後も人口減少に伴う生産年齢人口の減少を勘案すると、被保険者数の増加は

鈍化すると推測している。 

 

【事業主代表】 

 賃金の伸びについて、直近の動向を教えていただきたい。 

 

【事務局】 

 昨年度は賃金上昇率 1.2％であり協会けんぽ発足後一番高い上昇率であった。また、過去 10

年間の中でリーマンショックの 3年間を除いた 7 年間の上昇率の平均は 0.6％であることから、

0.6％に近い状態で推移するのではないかと考えているところではあるが、今後の経済状況を勘

案し、上昇率 0.0％の場合についてもお示ししたところである。 

 

【事業主代表】 

 経済動向として、最低賃金に左右される企業は増えているという報道があったが、3 年連続

で最低賃金が 3％上昇しているにもかかわらず、協会けんぽの平均標準報酬月額上昇に結びつ
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かないことについて、分析などは行っているか。 

 

【事務局】 

 その点について分析は行っていないが、最低賃金の影響を受けているのは短時間労働者の

方々が多いのではないかと考えられる。その方々は健康保険の適用にならない可能性もあり、

そうなると協会けんぽの平均標準報酬月額にはそれほど反映されないのではないかと推測して

いる。 

 また、今後、社会保険未適用事業所の適用促進がさらに進むと小規模事業所の加入も多くな

ると思われるので、平均標準報酬の上昇に即つながるわけではないと思われる。 

 

【事業主代表】 

 最低賃金上昇の一方で、日本の賃金水準が世界に劣後していて時給が 20 年で 9％下落してい

るという報道もある。非常に読みが難しいところであるが、項目ごとの変化ではなく経年の変

化により今後の見込みを考えるのが一番良いのではないかと考えるところである。 

 

【議長】 

 評議員皆、現状の認識及び今後の予想について一定の理解ができるとの認識である。 

 保険料率に関する評議会としての意見書の提出は必要なし、ということ全会一致。 

 

 

２. 令和 2 年度支部保険者機能強化予算案について 

 

【事業主代表】 

 新規事業については、インセンティブ評価指標の中で宮城支部の実績が良くない評価指標 3

「特定保健指導対象者の減少率」と評価指標 4「受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率」

に関わるものと思われるが、それらに対する取組が弱くはないか。 

 

【事務局】 

 特定保健指導の実施率の向上に注力しているところであり、評価指標 3 の対象者数減少にタ

ーゲットを絞った取組ではないが、特定保健指導の実施により生活習慣の改善を促し、対象者

の減少につなげていくことにしている。対象者個々人の追跡は難しいため、翌年度の対象者総

数の増減により減少率をみているところである。全体的に対象者になるのを防止するという視

点で取り組んでいるところである。 

また、新規事業「生活習慣の改善勧奨の通知」や職場健康づくり宣言事業所に対するフォロ

ーアップの強化により、特定保健指導対象者はもちろん、対象となっていない方についても、

自主的な取組を促すこととし、今後対象者とならないような取組も行っていく。 

また、評価指標 4 については、新規事業ではなく既存事業として受診勧奨の予算を組んでい

る。引き続き積極的に取り組んでいくこととしている。 
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【被保険者代表】 

 新規事業「柔道整復施術療養費長期受療者への通知」についてであるが、被保険者に通知す

るのか施術師に通知するのか。宮城支部の柔整療養費支給額が前年比 2％弱増加しているが、

増加の要因の一つに施術師の不正がある可能性など、どの程度把握しているのか教えていただ

きたい。 

 

【事務局】 

 通知は被保険者あてに送付する。現在も医療費のお知らせ（通知）として柔道整復師施術の

日数、金額などを通知しているが、さらに施術部位もお知らせして確認していただくものであ

る。また通知にチラシ（正しいかかり方）を同封してお知らせするものである。同時に施術師

への牽制という側面もある。 

 本事業の実施にあたっては、関係団体と打ち合わせを行い、連携して進めていくこととして

いる。 

  

【被保険者代表】 

 「この部位の治療なら平均何回の施術を行う」など、基準や平均回数などはあるのか。 

 

【事務局】 

 そういったデータは持ち合わせていない。 

今後検討している取組は、部位が近いところ２か所を施術している場合などについても通知

の対象としている。患者側がわからないうちに施術が行われている可能性もあるので、正しい

かかり方を記載した「しおり」を作成し配付する予定にしている。施術について不明なところ

があった場合はご連絡いただく等お願いするものである。 

 

【議長】 

 この事業の実施結果について報告いただくようお願いする。 

 

【事業主代表】 

 自社で出前講座（事業所における健康セミナー）を利用させていただいて、大変良かった。

ただ、セミナーだとその場限りになってしまいがちなので、スマートフォンなどで自分の好き

な時間に情報を入手できるような方法を考えてほしい。現在のホームページに健康レシピなど

が載っているが、具体的な食事の摂り方などを掲載するような事業の検討をお願いする。 

 

【事務局】 

 検討させていただく。 
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【議長】 

 北海道・東北ブロック評議会でも同様の意見があった。作業や予算の点においても支部単位

ではなく本部で取り組んでいただきたい事業であるという意見であった。今後、支部長会議な

どで要望していただきたい。 

 

【被保険者代表】 

 インセンティブ（報奨金）において、支部の取組の結果が評価されてインセンティブを受け

ることができる見込みとのことであり、支部の取組については評価している。 

 

 

特 記 事 項  

・傍聴者なし。 

・次回開催は 1 月予定。 

 


